
 

 

陳情審査参考資料 

陳情第22号 戦前から在住する「在日」コリアンとその子孫に地方参政権を付与する法的措置を改めて求め

る陳情 

 

  

日本における選挙権の主体等に関する現行の法制度について 

 

 

日本国憲法（抄） 

 

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会

的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 

② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直

接これを選挙する。 

 

地方自治法（抄） 

 

〔住民の意義及び権利義務〕 

第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 

② 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利

を有し、その負担を分任する義務を負う。 

〔住民の選挙権〕 

第十一条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方

公共団体の選挙に参与する権利を有する。 

〔普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙〕 

第十七条 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票により

これを選挙する。 

〔選挙権〕 

第十八条 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するもの

は、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 

〔被選挙権〕 

第十九条 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の

定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 

② 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有

する。 

③ 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有す

る。 
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公職選挙法（抄） 

 

（選挙権） 

第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 

２ 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属

する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 

３ 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の

区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域

内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及

び長の選挙権を有する。 

４ 前二項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部とな

つた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村（この項の規定により当該消滅した市町村に含

むものとされた市町村を含む。）を含むものとする。 

５ 第二項及び第三項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。 

（被選挙権） 

第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 

一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者 

二 参議院議員については年齢満三十年以上の者 

三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 

四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者 

五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 

六 市町村長については年齢満二十五年以上の者 

２ 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。 


